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         午後３時２４分  開  議 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      中川委員長初め、委員の皆さん、大変予算特別委員会ご苦労さまでございました。 

      ただいまから本日の会議を開催いたします。 

      本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

                                            

         日程第１「会議録署名議員の指名」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

      本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、11番平渡髙志君及び

12番堀籠英雄君を指名します。 

                                            

         日程第２「委員長報告（平成２６年度各種会計予算の審査結果について）」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第２、委員長報告。 

      本定例会において予算特別委員会が設置され、これに付託の上、平成26年度各種会

計予算が審査されたところであります。 

      ここで、予算特別委員会委員長に審査結果の報告を求めます。委員長中川久男君。 

 

予算特別委員会委員長 （中川久男君） 

      報告をいたします。 

      今定例会において、去る３月４日本特別委員会に審査を付託されました平成26年度

一般会計予算及び10の各種特別会計予算並びに水道事業予算については、予算特別委

員会を開催いたし、各委員の熱意あふれる質疑が展開され、町長、副町長、教育長及

び各課長等の誠意ある答弁がなされ、慎重に審査した結果、原案のとおり決するもの

と決定いたしましたので、ここに報告申し上げます。 

      以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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      ただいま予算特別委員会委員長より審査結果の報告がありましたが、予算の審議に

おいては質疑を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

         「異議なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。したがって、予算の審議においては審議を省略し、討論、採

決を行うことといたします。 

                                            

         日程第３「議案第２１号 平成２６年度大和町一般会計予算」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第３、議案第21号 平成26年度大和町一般会計予算について討論に入ります。 

      討論ありませんか。８番藤巻博史君。 

 

８  番 （藤巻博史君） 

      一般会計について、予算への賛否ということですので、あれこれというよりも性格

ということで判断させていただきます。 

      税金には公共サービスの費用の調達、そして所得の再分配、そして景気の調整とい

うような機能があると言われております。その中で、今回の予算の中で税負担の公平

性に疑問を持つところでございます。69ページ、６款１項２目商工振興費約１億

8,800万円ですか。昨年よりも４億2,600万円減ですが、その中の大部分は企業立地奨

励関係でございます。約１億1,800万円、63％、その中で９社と１社に企業立地関係

の奨励ということでございます。 

      そういう中で、言ってみれば性格としては企業への減免の措置というようなことに

なるのだろうというふうに思っております。個人への減免ということでは、低所得の

方へのそういう規定になっておりますが、この企業立地関係につきましては、俗っぽ

い言い方をすれば高い税金を納める方が隣の町に行くよりもこっちに来てちょうだい

というような、そういうような意味合いもある制度でございます。そういうことでの

税金を安くするというような制度でもございます。その中で、もちろんある一定期間

を過ぎれば税金が入ってくるという見込みの中での制度であります。それから、国か

らの交付税の措置もあるというところでございますが、やはり税の公平負担というも

のには反するやり方であろうということでございます。もちろん、これについては条

例によってなっているのでありますが、やはりいかがなものかということでの反対の

立場を表明させていただきます。 
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      以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      ほかにございませんか。反対討論、賛成討論ありませんか。10番伊藤 勝君。 

 

１ ０ 番 （伊藤 勝君） 

      私は、賛成の立場から討論いたします。 

      平成26年度予算編成は、人口が２万7,000人を突破し住民の構成が大きく変化する

などを踏まえ、地域の課題を主体的に捉えた施策として町税の伸びは見込めるものの、

地方交付税は大きく減少となる見通しから歳入全体として多く見込めない中、歳出で

は扶助費や投資的経費の増加により収支は非常に厳しいが、経常的経費の見直しや消

費的経費、消費税増税分の削減に努力しており、一般会計予算総額94億4,400万円で、

前年度に比べ８億5,700万円、10％の増となっており、財源は町税38億5,684万9,000

円、地方交付税は14億9,760万2,000円、国庫支出金は13億3,018万3,000円、県支出金

５億6,001万2,000円、町債６億3,940万円とその他の収入のほか学校庁舎基金から２

億円、財政調整基金からは１億円の取り崩しをもって充当することになり、効果的な

執行に期待し賛成といたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      ほかにございませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      ないようですから、これで討論を終わります。 

      これより議案第21号を採決いたします。 

      本予算は委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本予算は原案どおり可決されました。 

                                            

         日程第４「議案第２２号 平成２６年度大和町国民健康保険事業勘定特別会

計予算」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第４、議案第22号 平成26年度大和町国民健康保険事業勘定特別会計予算につ
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いて討論に入ります。 

      討論ありませんか。ないですか。16番大崎勝治君。 

 

１ ６ 番 （大崎勝治君） 

      討論する前に、委員長の報告でいいかなんだか聞かなきゃないんでないですか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      委員長報告は終わっているんです。（「報告のとおりでいいかなんだか聞いてから

すべきでは」の声あり）討論してから、最後に委員長報告のとおりでよろしいですか

ということにしています。（「はい、わかりました」の声あり）前回と同じですね。 

      ないですか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      本予算は委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。本予算は原案のとおり可決されました。 

                                            

         日程第５「議案第２３号 平成２６年度大和町介護保険事業勘定特別会計予

算」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第５、議案第23号 平成26年度大和町介護保険事業勘定特別会計予算について

討論に入ります。 

      討論ありませんか。８番藤巻博史君。 

 

８  番 （藤巻博史君） 

      今回の介護保険の予算のことにつきましては、私、一般質問の中でも質問させてい

ただきましたが、今現在県内で介護保険への被災者への免除制度、各市町村かなり復

活というんですかね、多賀城市それから松島町、七ヶ浜町ということで、今残念なが

ら、残念ながらという表現はあれですね。黒川郡の３町だけが今、復活という中から

は乗りおくれているんだろうなというふうに思っております。ということで、大きな

流れに乗りおくれた予算になっているなということで、やはり賛成できないというこ

とで、反対の意見を表明いたします。 
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      以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      ほかにございませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      議案第23号を採決いたします。 

      本予算は委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本予算は原案のとおり可決されました。 

                                            

         日程第６「議案第２４号 平成２６年度大和町宮床財産区特別会計予算」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第６、議案第24号 平成26年度大和町宮床財産区特別会計予算について討論に

入ります。 

      討論ありませんか。14番馬場久雄君。 

 

１ ４ 番 （馬場久雄君） 

      討論反対の立場から話させていただきます。 

      先ほど特別委員会では賛成８、反対８、委員長採決で賛成というふうな形にはなっ

たわけなんですが、町からのこの件に関してのご説明頂戴したときも、各団体が１つ

になって地域振興に寄与して、福祉向上に尽くすんだというふうな説明は受けました。

きょう要望書も上がっているわけなんですが、いろんなその中でこの株式会社宮床地

域振興公社というふうに銘打った会社が、そういった計画書であるとかいろんな事業

概要であるとかそういった概要が示されないままで、出資金として財産区から2,000

万円を出して設立をするというようなことなんですが、内容を若干聞いたところ例え

ば受託業務とかが考えられるわけなんですが、会社として利益ももちろん追求してい

かなきゃない状況になると思います。例えばの話、受託事業を請け負った場合、今後

町で現在やっている地域振興公社の仕事とかち合わないのかどうか。また、それ以外

にこの会社はいろんなところで自分のところで営業活動をして、そういう事業をやっ

ていけるのかどうか。 

      いずれにしても期待される会社として、そういう概要をやはり議会のほうにも示し
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てからやるべきじゃないかというふうに思っております。財産区の、2,000万円とい

えども一応公金であろうと思いますので、その辺の有効な使い道をするためにも、や

はり会社の概要なりなんなりをこの議会にも説明があってしかるべきじゃなかったか

という観点から、反対をさせていただきます。 

      以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      ほかにございませんか。１番今野善行君。 

 

１  番 （今野善行君） 

      私は、賛成の立場から意見を申し述べさせていただきます。 

      この公社の話については、ここ３年ぐらい前からいろいろ地区内で議論を重ねてき

たという経過をたどってきているということは、我々も聞いて参加もしているわけで

あります。その中で出てきたのが、財産区の財産の運用の仕方等ももちろんあったわ

けでありますが、ベースはやっぱり宮床地域の活性化をどうするかというのが一番最

初の出どころだったんでありますね。その中で、特に今、宮床地区内に大和町の歴史

の村としての位置づけがされておりまして、その中にいろんな歴史の原阿佐緒記念館

とか宮床宝蔵とか旧伊達住宅とか、こういうものが整備されてきたわけであります。

そういったものを地域の中で維持管理していくことも必要ではないかというのはもち

ろんあります。 

      それから、もう一つは、伊達家への歴史的なところはある地域として、もともとは

山林が最も多くてその中で林業を中心に、例えばざるとかかごとかそういう工芸技術

といいますか、そういうのもあって発達してきたところでありますが、これらについ

ては時代の変遷といいますか、そういう中で廃れてはきているわけでありますが、い

ずれ伝統的な技術といいますか、そういうのも伝えていく必要があるんではないかと

いうようなことがあります。 

      それから、先ほどもちょっと馬場議員さんのお話もあったわけでありますが、宮床

地域の中にいろんな組織があってそれぞれ活動はしているわけでありますが、トータ

ル的に見たときにいろんな管理事務的な経費を削減する必要があるんではないかとい

うようなことで、いわば一般にいう一般管理費の節減を図っていくということで、事

務的な部分を統合させて、その運営をする主体としての公社設立というようなことに

至ったというようなことであります。そういう意味で、七ツ森を中心とした自然とか
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歴史的な観光資源、あるいは地域資源、特に間伐材等の問題もあるわけでありますが、

こういった地域資源を活用した多様な事業展開、こういうことの展開を図っていこう

というようなことを思って、地域の活性化、発展に貢献していきたいというような説

明もされているわけであります。 

      その結果、地域住民の福祉の向上に寄与するような組織として立ち上げてはという

内容になっているので、そういう意味からしてもこの公社の出資については財産区管

理委員会、それから町長も含めて英断をしていただいたわけでありますので、賛成と

したいと思います。 

      以上であります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      ほかにございませんか。２番浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      それでは、私、賛成の立場から討論させていただきたいと思います。 

      宮床には、歴史的観光施設と豊かな自然がございます。町内外から多くの観光客に

来ていただいているところではあります。しかし、残念ながら転入者は少なく、いわ

ゆる従来からの宮床８行政区の人口の動向を見ると減少しておりまして、地域活力の

低下というところが非常に懸念されます。特に、著しいのが宮床小学校の児童数の減

少ではないのかと考えます。今回の出資に当たっての一番の目的としては、この地域

の活性化のため、さらには将来を担う子供たちが住んでこの地を守っていくんだと思

ってもらうためにも、ある意味大きな町に負担をかけずに助成金や補助金に頼ること

なく、ある意味行政ではできないような地域性を生かした特色ある企画とサービスを

提供し続けるという仕掛けが重要ではないのかなと思います。 

      そういった意味で、その仕掛けをどうやってやっていくのかといった際に、フレキ

シブルに、さらにはスピード感と危機感を持ってこれを実現するというための出資で

ありまして、地方公共団体の長の監督下に置かれる公社形式という形で取り組むため

の出資であり、公益性と中立性を兼ね備えており、有効であると考え賛成するもので

あります。 

      今後の中身の議論というところで、先ほど馬場議員のほうから資料の提示が少ない

んではないかというお話がありましたけれども、まさにこれからつくり上げていくも

のだと思います。そういった意味でも、中身の議論というところでは今後執行部サイ
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ド、議会サイド一体となって継続的な事業運営ができるようにチェック体制を果たし

ていきたいと考えますとともに、宮床振興開発協議会に属する各種団体の事務処理の

効率化、及び一部統廃合も含め期待をしておりますのと、透明性、計画性ある公社運

営に努めていただきたいことを申し加えまして、賛成討論とさせていただきます。 

      以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      ほかにございませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      ないようですから、これより議案第24号を採決いたします。 

      本予算は委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      済みません。もう一度ご起立お願いします。賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立少数です。したがって、本予算は否決されました。 

                                            

         日程第７「議案第２５号 平成２６年度大和町吉田財産区特別会計予算」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第７、議案第25号 平成26年度大和町吉田財産区特別会計予算について討論に

入ります。 

      討論ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これより日程第７、議案第25号を採決いたします。 

      本予算は委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。したがって、本予算は原案のとおり可決されました。 

                                            

         日程第８「議案第２６号 平成２６年度大和町落合財産区特別会計予算」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 



４４５ 

      日程第８、議案第26号 平成26年度大和町落合財産区特別会計予算について討論に

入ります。 

      討論ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これより議案第26号を採決いたします。 

      本予算は委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本予算は原案どおり可決されました。 

                                            

         日程第９「議案第２７号 平成２６年度大和町奨学事業特別会計予算」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第９、議案第27号 平成26年度大和町奨学事業特別会計予算について討論に入

ります。 

      討論ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これより議案第27号を採決いたします。 

      本予算は委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本予算は原案のとおり可決されました。 

                                            

         日程第１０「議案第２８号 平成２６年度大和町後期高齢者医療特別会計予

算」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第10、議案第28号 平成26年度大和町後期高齢者医療特別会計予算について討

論に入ります。 

      討論ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 



４４６ 

      これより議案第28号を採決いたします。 

      本予算は委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本予算は原案のとおり可決されました。 

                                            

         日程第１１「議案第２９号 平成２６年度大和町下水道事業特別会計予算」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第11、議案第29号 平成26年度大和町下水道事業特別会計予算について討論に

入ります。 

      討論ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これより議案第29号を採決いたします。 

      本予算は委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本予算は原案のとおり可決されました。 

                                            

         日程第１２「議案第３０号 平成２６年度大和町農業集落排水事業特別会計

予算」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第12、議案第30号 平成26年度大和町農業集落排水事業特別会計予算について

討論に入ります。 

      討論ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これより議案第30号を採決いたします。 

      本予算は委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本予算は原案のとおり可決されました。 

                                            



４４７ 

         日程第１３「議案第３１号 平成２６年度大和町戸別合併処理浄化槽特別会

計予算」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第13、議案第31号 平成26年度大和町戸別合併処理浄化槽特別会計予算につい

て討論に入ります。 

      討論ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これより議案第31号を採決いたします。 

      本予算は委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本予算は原案のとおり可決されました。 

                                            

         日程第１４「議案第３２号 平成２６年度大和町水道事業会計予算」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第14、議案第32号 平成26年度大和町水道事業会計予算について討論に入りま

す。 

      討論ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これより議案第32号を採決いたします。 

      本予算は委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本予算は原案のとおり可決されました。 

                                            

         日程第１５「議案第３３号 宮床財産区有財産の処分について」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第15、議案第33号 宮床財産区有財産の処分についてを議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。財政課長八島勇幸君。 



４４８ 

 

財政課長 （八島勇幸君） 

      それでは、議案書64ページ、議案第33号 宮床財産区有財産の処分でございます。 

      下記の宮床財産区有財産を宮城県に売却することにつきまして、地方自治法96条第

１項第８号並びに大和町の議会に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定に基づきまして、議会の議決をお願いするものでございます。なお、こ

の件につきましては説明資料といたしまして別冊の資料もご提出申し上げてございま

すので、あわせましてご参照いただければと存じます。 

      まず１といたしまして、処分の理由でございますけれども、宮城県が施工いたしま

す一般県道大衡仙台線宮床道路改良事業用地としてでございます。 

      ２といたしまして、処分する財産につきましては、大和町宮床字四辻13番31のうち

山林１万4,702.42平方メートル、それから大和町宮床字四辻13番33のうち山林

1,936.74平方メートル、合計では１万6,639.16平方メートルでございます。位置及び

丈量図につきましては、別添資料２ページから４ページに記載してございますけれど

も、宮床中学校の北側付近の２カ所となっているものでございます。 

      ３といたしましては、売却予定金額につきましては、１平方メートル当たり1,000

円の単価でございまして、1,663万9,160円でございます。 

      ４、契約相手方につきましては、仙台市宮城野区幸町４丁目１番２号、宮城県仙台

土木事務所長鷲巣俊之氏でございます。 

      以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      これから質疑に入ります。 

      質疑ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      ないものと認めます。 

      これより討論に入ります。 

      討論ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これから議案第33号を採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 



４４９ 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

         日程第１６「議案第３４号 損害賠償の額を定め、和解することについて」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第16、議案第34号 損害賠償の額を定め、和解することについてを議題としま

す。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。保健福祉課長三浦伸博君。 

 

保健福祉課長 （三浦伸博君） 

      それでは、議案書65ページをお願いいたします。 

      議案第34号 損害賠償の額を定め、和解することについてでございます。 

      平成25年９月30日、仙台市青葉区上杉６丁目２番29号地先で発生した交通事故に関

し、損害賠償の額を定め和解することについて、地方自治法第96条第１項第12号及び

第13号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 

      記といたしまして、相手方につきましては、記載のとおりでございます。 

      事故の概要でございますが、大和町職員の運転する公用車が、平成25年９月30日午

前10時ごろ、仙台市青葉区上杉６丁目２番29号地先、愛宕上杉通り上を南方向に走行

中、相手方車両が赤信号で停止し公用車も停止しましたが、車内の落とし物を拾おう

としたところ、ブレーキ操作を誤り相手方車両に後方から追突したことによる事故で

ございます。 

      損害賠償の額でございますが、大和町と相手方は過失割合を大和町が100％、相手

方がゼロ％とし、大和町は相手方に対し相手方の車両の損害額13万2,781円を支払う

ものでございます。 

      以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      これから質疑に入ります。 

      質疑ありませんか。３番千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 



４５０ 

      何点かあるんですけれども、こちらの損害額の13万2,781円というのは、これ全額

保険分として支払われるものかどうかをお聞かせいただきたいのと、12月定例のとき

にも交通事故の賠償金の和解の事案があったんですけれども、今回も９月30日の事故

ということで出てきていますが、これ、９月30日というのは秋の交通安全県民総ぐる

み運動の最終日に当たる期間なんですけれども、どのような指導を行っているのかお

聞かせいただきたいんですけれども。２点お願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      保健福祉課長三浦伸博君。 

 

保健福祉課長 （三浦伸博君） 

      それでは、千坂議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。 

      全額保険かということでございますが、全額保険での対応でございます。 

      あと、事故を起こした職員に対する対応ということでございますが、公用車運転並

びにマイカーもそうなんですけれども、交通事故には十分注意をするようにというこ

とで、会議ある等の際に、課員のほうにはこちらのほうからお話のほうをさせてもら

っておるところでございます。 

      以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      ３番千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      小事は大事という言葉があるように、たまたま人身事故とか死亡事故が発生しない

だけであって、今後取り組むに当たって毎回注意したという話なんですけれども、や

はり毎回同じで防げないんだから、何か対策を考えていかなくちゃいけないんですけ

れども、課長では答弁難しいんですけれども、町長の答弁があれば聞かせていただき

たいんですけれども。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 



４５１ 

町  長 （浅野 元君） 

      この件につきましては、本当に事故、おっしゃるとおり前回の議会でもそのとおり

和解についてということがありまして、今回もこのようにあり、次の案件につきまし

ても事故でございました。その都度ご説明を申し上げ注意をしているのはそのとおり

でございますが、なかなかおさまらない現実がございます。 

      今、課長がお話したとおり機会あるごとにといいますか、私の場合は朝礼や庁議、

そういったみんなの前で話すときには必ずそういうことを申し上げておりますし、ま

た徹底をしているということでございますが、現実的にこういった状況にありまして、

非常に残念に思っております。 

      安全管理者会とか、この間一般質問でもあったところでございますけれども、ああ

いった方策もあるということ、そのことがすぐにできるかどうかという問題はありま

すけれども、まずは一人一人の注意というのが大事だというふうには思います。それ

から、そういうみんなが見ているという対応ですね。そういった方策もあるというこ

とでございますので、もう少し具体の、今これというものではございませんが、なく

するためのものについてしっかり考えてまいりたいというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      ほかにございませんか。ないですか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      ないものと認めます。 

      これより討論に入ります。 

      討論ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これから議案第34号を採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

      暫時休憩します。 

      休憩時間は10分間とします。 

 

         午後４時０７分  休 憩 



４５２ 

         午後４時１８分  再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

         日程第１７「議案第３５号 損害賠償の額を定め、和解することについて」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第17、議案第35号 損害賠償の額を定め、和解することについてを議題としま

す。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。上下水道課長堀籠 清君。 

 

上下水道課長 （堀籠 清君） 

      それでは、議案書の66ページをお願いいたします。 

      議案の第35号 損害賠償の額を定め、和解することについてでございます。 

      平成25年11月21日、黒川郡大和町吉岡字車東16番地の８地先で発生した交通事故に

関し損害賠償の額を定め、和解することについて、地方自治法第96条第１項第12号及

び第13号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 

      記といたしまして、１の相手方でありますが、住所、氏名につきましては記載のと

おりでございます。 

      ２の事故の概要でございます。大和町職員の運転する公用車が、平成25年11月21日

午前10時20分ごろ、黒川郡大和町吉岡字車東16番地の８地先、町道吉岡吉田線を東方

向に直進中、交差点に進入したところ相手方車両が東方向より右折するため交差点内

へ進入し、徐行せずに右折しようとしたため公用車の減速が間に合わず、公用車前方

と相手方車両左側面が衝突したものでございます。損害は、町の公用車は左前方ライ

ト及びバンパーが損傷、相手方車両は左側面が損傷したものでございます。 

      ３の損害賠償の額でありますが、大和町と相手方は過失割合を大和町が40％、相手

方が60％とし、大和町は相手方に対し相手方の車両の損害額36万9,862円を支払うも

のといたすものでございます。 

      以上でございます。 

 



４５３ 

議  長 （大須賀 啓君） 

      これから質疑に入ります。 

      質疑ありませんか。11番平渡髙志君。 

 

１ １ 番 （平渡髙志君） 

      先ほどの件も前者の言ったとおりでありますが、やはりこのごろ少し多いのかなと

いう不安に私も感じておるところであります。それで、車同士の今、物損事故であり

ますから、まだいいということではなく、これもし人身事故であれば、二十歳前後で

あれば年間総所得の１億円とか２億円とか、やはりそういう賠償も町であればされる

ケースが多くなってくると思いますよ。ですから、私は、人がやるもんですから私た

ちも、議員各位がやっぱり気をつけていかなきゃないことですし、やはり公務ですか

らそんなに慌てて、営業時間でやるものでもないし、ある程度の余裕を持ってやって

いくことが大事なのかなと。やはり営業をして、民間であればある程度の収益を上げ

なきゃないというようなものでもないとは私は思うんですよ。ある程度の余裕を持っ

た運転をしていかなければ。やっぱり余裕ですね。それをやっぱり、町長、ここで何

回も言っているようですけれども、そんなに慌てなくてもいいから事故だけは起こさ

ないような方法でやっていくことを私は言いたいんですけれども、いかがでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      34号と35号ということで、引き続きでまことに申しわけなく思っております。 

      お話のとおり、余裕を持った仕事に取り組むといいますか、そういったことは各課

でも言っておりまして、決してきゅうきゅうの中でやっているというような状況では

ないというふうに思っておりますが、なおそういった時間の余裕なり気持ちの余裕な

りを持てるような中で今後は車の運転とかをするような体制、その辺をみんなして同

じ認識を持ちながら取り組んでまいりたいというふうに思いますし、指導してまいり

たいというふうに思います。 

      以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 



４５４ 

      平渡髙志君。 

 

１ １ 番 （平渡髙志君） 

      そうですね。これ、本当に人身事故で通学路なんかで子供たちがいるところに突っ

込むというケース、そうしますとこの事故を起こした本人もやはり仕事を失うような

ことになるようなケースもありますので、やはりこれはきちっと職員一人一人余裕を

持った時間でやっていただきたいと思います。 

      以上です。答弁は要りません。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      ほかにございませんか。３番千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      １点ですけれども、この公用車は法定速度何キロのところを何キロで走行していた

のか、お聞かせください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      上下水道課長堀籠 清君。 

 

上下水道課長 （堀籠 清君） 

      当該事故が発生した箇所につきましては、ここに記載している箇所、吉岡の字車東

16番地の８地先というふうなこと、町道吉岡吉田線というふうなことであります。具

体的な場所につきましては、宮城交通の営業所ある前のあそこの交差点の部分でござ

います。 

      こちら側の公用車、軽トラックであったんですが、交差点内に進入をして信号機が

変わったぐらい、そういったタイミングで相手方車両がぎりぎり右折に入ってきたと

いうふうな状況だというふうな話を伺っております。そういった部分で、法定速度に

ついては、あそこは40キロですよね。40キロですので、当然そういった交差点ですの

で、そのような速度で進入したというふうに考えております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 
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３  番 （千坂裕春君） 

      この保険で支払うときに、警察の事故報告書とか何とかって、ブレーキかけた跡か

ら法定速度何キロだから過失度何ぼと出ているはずなんですけれども、そういったも

のというのはないんですか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      上下水道課長堀籠 清君。 

 

上下水道課長 （堀籠 清君） 

      警察のほうの現地の調査というんですか、そういうことについても検分されており

ますし、あとその後については保険屋同士のお話というふうなことで、具体的なその

辺の部分については当方のほうにはちょっと来ていないと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      やはり幾ら保険会社に任せるといっても、町が当事者ですからその辺の指導をする

に当たっても、その職員が法定速度40キロのところを果たして何キロで走っていたの

かというのを聞いておかなければ、今後の注意のしようがないかと思いますけれども。

その辺のやっぱり対応のまずさが出ているんじゃないかなと思いますけれども。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      上下水道課長堀籠 清君。 

 

上下水道課長 （堀籠 清君） 

      ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

      特に上下水道課、現場を持っておりますし、仕事の内容も外歩きというふうなもの

が大分頻度が多い場所でもございます。今のお話のように、そういった法定速度を守

り、こちらが守っても相手方がどのように、車であれ人であれ自転車であれいろんな

そういった相手の動きも常々注意しながら、もらい事故というふうなことも含めてや
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っぱり今後その辺をさらに注意しながら、運転というふうなものに気を配るようにき

ちっと指導をしてまいりたいというふうに思います。 

      よろしくお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      ほかにございませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      ないものと認めます。 

      これより討論に入ります。 

      討論ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これから議案第35号を採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

         日程第１８「議案第３６号 町道路線の廃止について」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第18、議案第36号 町道路線の廃止についてを議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。都市建設課長大畑憲治君。 

 

都市建設課長 （大畑憲治君） 

      それでは、ご説明申し上げます。 

      議案書67ページをごらんになっていただきたいと思います。 

      議案第36号 町道路線の廃止についてでございます。 

      下記路線の町道を廃止することについて、道路法第10条第３項の規定により議会の

議決をお願いするものでございます。下にまとめさせていただいた２つの路線の廃止

をお願いするものでございます。 

      別冊の説明資料をごらんになっていただきたいと思います。別冊２ページ目をお開

きになっていただきたいと思います。 
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      今回、廃止をお願いする路線を示させていただいております。 

      まず、図面の見方でございますが、上が北側、下が南、右側が東、左が西という方

向でございます。下のほうをごらんになっていただきたいと思います。右側から黒川

病院、それからまほろば公園、大和町の役場ということで、中央付近に洞堀川が走っ

ておりまして、その北側、前回吉岡南第二の町道認定の際にお願いした箇所でござい

ますが、今回廃止する部分につきましては、まず左上のこのブルーのラインで示した

部分でございます。丸の地点が起点をあらわすもので、矢印のほうが終点という表示

の仕方になっております。今回、このまずブルーのラインで示させていただいた部分

につきましては、現在吉岡南第二１の１号線ということで認定しておりましたけれど

も、この路線につきましては既に古街道線ということで認定済みの路線でございまし

たので、今回重複しているものでございましたので、正しいものに改めさせていただ

くご承認をお願いするものでございます。 

      それから、右側の吉岡南第二１の15号線ということで、これにつきましても既に東

車堰線ということで認定済みの路線でしたので、先ほどと同じく重複していた路線で

ございましたので、この分の廃止をお願いするものでございます。 

      整理番号１番といたしまして、吉岡南第二１の１号線、起点が大和町吉岡字西車堰

157番、終点が大和町吉岡字台の下156番、延長が122.5メーター、幅員につきまして

は6.0メーターという路線でございます。 

      ２つ目の路線につきましては、吉岡南第二１の15号線、起点が大和町吉岡字車堰99

番、終点につきましても吉岡字東堰99番ということで、延長が65.1メーター、幅員に

ついては9.0メーターというような路線でございます。 

      ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      これから質疑に入ります。 

      質疑ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      これより討論に入ります。 

      討論ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これから議案第36号を採決いたします。 
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      本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

         日程第１９「議案第３７号 町道路線の認定について」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第19、議案第37号 町道路線の認定についてを議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。都市建設課長大畑憲治君。 

 

都市建設課長 （大畑憲治君） 

      続きまして、議案書68ページをごらんになっていただきたいと思います。 

      議案第37号 町道路線の認定についてでございます。 

      下記路線の町道を認定することについて、道路法第８条第２項の規定によりまして

議会の議決をお願いするものでございます。認定をお願いする路線につきましては、

下記の３路線でございます。 

      先ほどと同じように、説明資料をごらんになっていただきたいと思います。説明資

料３ページ、ごらんになっていただきたいと思います。 

      全員協議会のほうで現地を視察させていただいた箇所でございまして、リサーチ西

区の開発区域の中の路線でございます。ごらんのとおり、赤のラインで示させていた

だいた丸の部分については起点ということで、矢印の部分が終点を位置するものでご

ざいます。 

      今回、認定をお願いする路線名につきましては、テクノヒルズ２号線、起点が大和

町小野字蛇石山７番６号、終点につきましては小野字一ノ渡戸21番１号でございます。

延長が664メーター、幅員につきましては11メーターから57.2メーターという幅員構

成になっております。57.2メーターという幅員、大分広いんじゃないかというふうに

疑問を持たれる方もいるかと思いますが、この57.2メーターの幅員につきましては右

折レーン、それから２車線でございますので車道の２車線分、合わせて隅切りの部分

が広がっておりますので、その広がった部分の端から端までという幅員でございます

ので、このような57.2メーターというような幅員になっているものでございます。 

      続いて、４ページ、ごらんになっていただきたいと思います。 

      ２本目の認定をお願いする路線でございます。先ほどの廃止した路線の南側の位置
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でございまして、起点がちょうど天皇寺のお寺の前、路線名が天皇寺高田線から東側

に延びる路線でございまして、路線名につきましては吉岡南第二１の１号線、起点が

吉岡字西車堰35番の１号、終点が吉岡字台の下26番でございます。延長220メーター、

幅員が９メーターから16メーターという幅員構成でございます。 

      続いて、資料５ページをごらんになっていただきたいと思います。 

      ３路線目の認定をお願いする路線でございまして、路線名が大横手西線、起点が大

和町まいの１丁目３番７号、終点が大和町落合蒜袋字古川一番15番１号でございます。

延長が148メーター、幅員につきましては３メーターから９メーターという幅員構成

になっております。大和インター区画整理から延びる路線でございまして、この路線

につきましては町道舞野蒜袋線道路改良の際に旧道の分が落ちてしまったというふう

な路線でございまして、今回認定をお願いするものでございます。 

      以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      これから質疑に入ります。 

      質疑ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      ないものと認めます。 

      これより討論に入ります。 

      討論ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これから議案第37号を採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

         日程第２０「議案第３８号 字の区域を変更することについて」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第20、議案第38号 字の区域を変更することについてを議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。総務課長伊藤眞也君。 
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総務課長 （伊藤眞也君） 

      69ページの議案第38号でございます。 

      字の区域を変更することについてご説明いたします。 

      地方自治法第260条第１項の規定により、本町の区域内の字の区域を下記のとおり

変更するものといたすものでございます。 

      記のところを見ていただきたいと思いますが、今回区域を変更する新しい字名がテ

クノヒルズというふうになります。この字名に編入する区域ということで、右側真ん

中なんですが、小野字一ノ渡戸１の１、１の６から１の８まで、以下あと22の15まで、

これがテクノヒルズに編入される区域です。あと、小野字蛇石１、２、３の１からと

いうことで、これらがテクノヒルズに編入される区域になります。あと、小野字蛇石

山２、３、５の２から５の５まで以下７の６まで、これがテクノヒルズに編入される

区域でございます。あと、小野字前沢１の２、１の15、１の16、これがテクノヒルズ

という字名に編入される区域となります。 

      皆さんに配付しております議案説明資料、議案第38号関係を見ていただきたいと思

います。 

      今回の変更につきましては、大和リサーチパーク、これの東地区と西地区の造成が

間もなく完了しますことから、関係する字の変更を行うというものでございます。 

      議案第38号関係の資料を見ていただきます。 

      今回の変更する区域の位置関係でございますが、赤で囲ってございます。西地区と

あと東地区と。真ん中のところに東京エレクトロンですね。これが立地しているとこ

ろでございまして、既にこれはテクノヒルズという字名に変更しておりまして、エレ

クトロンはテクノヒルズ１番というところになります。今回の造成につきましては、

皆さんもご存じのように大和リサーチパークとしまして宮城県土地開発公社が造成し

まして、平成21年６月から分譲を開始しております。それで、前の造成につきまして

は21年３月議会におきまして字の変更承認をいただいておりまして、その際にテクノ

ヒルズという字名に変更しております。それで、エレクトロンがテクノヒルズ１番と

なったところでございます。 

      今回変更しますのは、隣接する東地区と西地区でございまして、東地区につきまし

ては平成24年４月から分譲を開始しております。西地区につきましては、平成26年３

月いっぱいで造成が完了する予定でございまして、４月から分譲開始が予定されてお

るというところでございます。この３地区につきましては、造成時期に違いはありま
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すが、市街化区域の編入及び環境アセスメントも同時期に行われておりますが、造成

工事が完成することによりまして、この辺は一体化して大和リサーチパークの開発用

地ということで新たなテクノヒルズという字名にする必要があるというものでござい

ます。 

      その後ろに図面がついてございますが、前の図面が変更前の図面でございます。ち

ょっと細かくて見にくい図面でございますが、今の旧字名の区画線とあと新しい字名

の区画線を重ねた図面でございます。この赤い線でございますが、この赤い線が今回

テクノヒルズという字名に変わるところでございますが、真ん中の東京エレクトロン

が建っている付近につきましては、もう既に変更されている字名でございまして、そ

の上の右上の部分の一画と、あと左の部分ですね、県道を含めた左側の分、今回造成

しているところ、これを今回新たなテクノヒルズという字名に編入するというもので

ございます。それで今回、先ほど議案書のほうにも載っておりますように、一ノ渡戸、

蛇石、蛇石山、前沢ですね。この４つの字名がテクノヒルズという字名に編入される

ところでございます。 

      ２枚目の図面でございますが、これが造成後の図面になります。このような形の区

画になるというものでございます。それで、新しい区画の地番等につきましては、今

後換地処分なりが進みまして、あと地番が登記されるという形になっておるというも

のでございます。 

      以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      これから質疑に入ります。 

      質疑ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      ないものと認めます。 

      これより討論に入ります。 

      討論ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これから議案第38号を採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 
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      起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

         日程第２１「議案第３９号 宮城県市町村職員退職手当組合を組織する地方

公共団体の数の減少及び宮城県市町村職員退職手当組合規約の

変更について」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第21、議案第39号 宮城県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の

数の減少及び宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。総務課長伊藤眞也君。 

 

総務課長 （伊藤眞也君） 

      それでは、議案書の70ページの議案第39号でございます。 

      宮城県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町

村職員退職手当組合規約の変更についてでございます。 

      地方自治法第286条第１項の規定によりまして、平成26年３月31日限り、宮城県市

町村職員退職手当組合から塩釜地区環境組合が脱退し、宮城県市町村職員退職手当組

合規約を別紙のとおり変更することについて、同法第290条の規定により議会の議決

を求めるものでございます。 

      今回の規約の変更でございますが、これにつきましては宮城県の市町村職員退職手

当組合を構成しております全ての団体からの議決が必要だということで、退職手当組

合のほうからの依頼があったものでございます。それで、今回の変更する理由につき

ましては、現在この当該退職手当組合に加入しております塩釜地区環境組合という団

体があるわけでございますが、これが平成26年の３月31日をもって解散することにな

ったということでございます。そのため、この退職手当組合から脱退するということ

で規約を変更するものでございます。数の減少と規約の一部変更をするというところ

でございます。 

      なお、この塩釜地区環境組合につきましては、構成団体が同一である塩釜地区消防

事務組合というものがございます。これもこの組合に入っておりますが、その組合に

統合、再編されるということで、こちらの塩釜地区環境組合は解散するということに

なったというものでございます。 

      71ページに別紙としまして、宮城県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する
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規約ということでございます。これにつきましては、皆さんのほうに配付しておりま

す説明資料、議案第３号から第８号関係、議案第39号から第41号関係という説明資料

をお渡ししておりますが、その説明資料の54ページを見ていただきたいと思います。 

      54ページでございますが、ここに右側の旧のほうで下から３行目に塩釜地区環境組

合が入っておりますが、これが今回削除されるという形になるものです。なお、ちな

みにその２行上の右側に塩釜地区消防事務組合というのがあります。これと今回統合

されるということでの規約の変更ということでございます。 

      議案書の71ページに戻っていただきまして、附則でございますが、第１項としまし

てこの規約は平成26年４月１日から施行するものでございます。第２項は経過措置で

ございまして、塩釜地区環境組合が平成26年３月31日までに宮城県市町村職員退職手

当組合がした負担金につきましては、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第６

条第１項の規定にかかわらず、その納付または還付すべき額を塩釜地区消防事務組合

が承継するという経過措置でございます。 

      よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      これから質疑に入ります。 

      質疑ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      ないものと認めます。 

      これより討論に入ります。 

      討論ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これから議案第39号を採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

         日程第２２「議案第４０号 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定

委員会を共同で設置する地方公共団体の数の減少及び宮城県市

町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会共同設置規約の変
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更について」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第22、議案第40号 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会を共

同で設置する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等

認定委員会共同設置規約の変更についてを議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。総務課長伊藤眞也君。 

 

総務課長 （伊藤眞也君） 

      議案書72ページの議案第40号でございます。 

      宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会を共同で設置する地方公共団

体の数の減少及び宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会共同設置規約

の変更についてでございます。 

      これにつきましても、今回の変更につきましては退職手当組合と同様に、塩釜地区

環境組合が統合、再編されることによりまして今回組合から抜けることになりました

ので、数の減少並びに設置規約ですね、それの変更ということでございます。 

      73ページでございますが、宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会共

同設置規約の一部を変更する規約ということで、この規約の中で別表中、塩釜地区環

境組合を削るというものでございますが、これにつきましても先ほどの皆様に配付し

ております資料の55ページでございますが、同じように塩釜地区環境組合を削るとい

うものでございます。 

      議案書の73ページでございますが、附則としましてこの規約は平成26年４月１日か

ら施行するものでございます。 

      よろしくお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      これから質疑に入ります。 

      質疑ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      ないものと認めます。 

      これより討論に入ります。 

      討論ありませんか。 
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         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これから議案第40号を採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

      お諮りします。 

      本日の会議時間は、議事の都合により午後５時を過ぎても時間を延長して会議を継

続したいと思います。これにご異議ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。よって、時間を延長することに決定しました。 

                                            

         日程第２３「議案第４１号 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査

会を共同で設置する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村

等非常勤職員公務災害補償等審査会共同設置規約の変更につい

て」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第23、議案第40号 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会を共同で

設置する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査

会共同設置規約の変更についてを議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。総務課長伊藤眞也君。 

 

総務課長 （伊藤眞也君） 

      それでは、議案第41号でございます。 

      宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会を共同で設置する地方公共団体の

数の減少及び宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会共同設置規約の変更に

ついてでございます。 

      これの審査会の関係につきましても、同じように塩釜地区環境組合が塩釜地区消防

事務組合と統合、再編することになりましたので、塩釜地区環境組合が脱退するとい

うことで、この審査会を共同で設置する地方公共団体の数の減少ということでござい

ます。また、それに伴いまして、この審査会共同設置規約の一部変更をするというも



４６６ 

のでございます。 

      議案書の75ページでございますが、宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査

会共同設置規約の一部を変更する規約ということでございまして、これも同じように

別表第１中、塩釜地区環境組合を削るということでございます。これにつきましては、

皆様に配付しております説明資料56ページですね。この中に書いておりますように、

塩釜地区環境組合を削るというものでございます。 

      議案書75ページにお戻りいただきまして、附則でございます。この規約は、平成26

年４月１日から施行するものでございます。 

      よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      これから質疑に入ります。 

      質疑ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      ないものと認めます。 

      これより討論に入ります。 

      討論ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これから議案第41号を採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

         日程第２４「諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ

いて」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第24、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議

題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      それでは、諮問の第１号でございます。 

      人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでございます。 

      下記の者を人権擁護委員として推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規

定によりまして、議会の意見を求めるものでございます。 

      記といたしまして、住所、大和町吉岡字舘下19番地の１、氏名、中島一郎氏、生年

月日、昭和21年２月18日でございます。 

      別添の定例議会説明資料、諮問第１号関係をごらんいただきたいと思いますが、こ

の中島氏の経歴等につきましては、ここに記載されておるとおりでございます。現在

は一般社団法人大和町シルバー人材センターの理事長をやっていただいております。

推薦の理由でございますけれども、中島氏には現在人権擁護をやっていただいておる

ところでございますが、26年度の６月30日で任期満了を迎えますことから、再度推薦

いたしたく今般議会の意見を求めておるところでございます。 

      氏につきましては、昭和39年の４月から平成18年まで宮城県に奉職をされまして、

福祉行政にも携わり、福祉を通して人権にもかかわってきておられます。退職後は、

先ほど申しましたがシルバー人材センターの理事長を務めるなど地区民の信望も厚く、

活躍されております。中島氏の豊富な知識と経験を生かしていただくべく、平成20年

７月に人権擁護委員に委嘱されてから現在まで、その役割をしっかり果たしていただ

いておりました。したがいまして、これまでの活躍を鑑みまして、再度人権擁護委員

として推薦をお願いするものでございます。 

      以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      暫時休憩します。 

 

         午後５時５６分  休 憩 

         午後５時５７分  再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      お諮りします。 
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      本案は、お手元に配りました意見書のとおり適任と認める答申をしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

         「異議なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。よって、諮問第１号はお手元に配りましたとおり適任と認め

る答申をすることに決定しました。 

                                            

         日程第２５「同意第１号 教育委員会委員の任命について」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第25、同意第１号 教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、本日お配りしました議案書、同意第１号につきましてごらんいただきた

いと思います。 

      同意第１号でございますが、教育委員会委員の任命についてでございます。 

      下記の者を教育委員会の委員に任命することにつきまして、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第４条第１項の規定によりまして、議会の同意を求めるものでご

ざいます。 

      記といたしまして、住所、大和町宮床字兎野一番119番地、氏名、鎌田和男、生年

月日、昭和28年４月８日でございます。 

      先ほど見ていただきました別添資料、同意第１号関係をごらんいただきたいと思い

ます。 

      この鎌田氏の学歴、職歴、表彰等につきましては、記載のとおりでございます。ご

らんいただきたいと思います。推薦の理由でございますが、渡邊國雄委員の辞職に伴

いまして後任の教育委員の任命に当たり、議会の同意をお願いするものでございます。 

      鎌田氏は、昭和52年に千葉大学を卒業された後、雄勝町の桑浜小学校を皮切りに教

壇に立たれました。仙台市内の各学校で教鞭をとられ、仙台市立川平小学校の教頭を

経て仙台の遠見塚小学校の校長、そして現在は仙台市立将監中央小学校の校長を歴任

され、現在に至っておるところでございます。ご案内のとおり、教育現場第一線での

活躍、教育現場一筋に活躍してこられまして、その豊富な教育経験につきまして、大

和町の教育行政の振興に大きく貢献していただけるものと期待しておるところでござ
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います。したがいまして、教育委員として任命についてお願いするところでございま

すので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

      以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      これから質疑に入ります。 

      質疑ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      ないものと認めます。 

      これから同意第１号を採決いたします。 

      この採決は、会議規則第82条の規定により、無記名投票で行います。 

      議場の出入り口を閉めます。 

         〔議場閉鎖〕 

      ただいまの出席議員は、私を除いて17名です。 

      次に、立会人を指名します。会議規則第32条第２項の規定によって、立会人に２番

浅野俊彦君及び３番千坂裕春君を指名します。 

      投票用紙を配ります。 

         〔投票用紙配付〕 

      念のために申し上げます。 

      本件に賛成の方は「賛成」と記載し、反対の方は「反対」と記載願います。白票は

反対とするものとします。 

      投票用紙の配付漏れはありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      配付漏れなしと認めます。 

      立会人に投票箱の点検を願います。 

         〔投票箱点検〕 

      異状ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      異状なしと認めます。 

      ただいまから投票を行います。 

      事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票願います。 

         〔投  票〕 
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      投票漏れはありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      投票漏れなしと認めます。 

      投票を終わります。 

      開票を行います。 

      ２番浅野俊彦君及び３番千坂裕春君、開票の立ち会いをお願いします。 

         〔開  票〕 

      投票の結果を報告します。 

         投票総数 １７票 

         有効投票 １７票 

         無効投票  ０票です。 

         有効投票のうち 

          賛  成 １６票 

          反  対  １票 

      以上のとおり、賛成が多数です。 

      したがって、本件は原案について同意することに決定しました。 

      議場の出入り口を開きます。 

         〔議場開鎖〕 

                                            

         日程第２６「委発第１号 大和町議会会議規則の一部を改正する規則」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第26、委発第１号 大和町議会会議規則の一部を改正する規則を議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。議会運営委員長松川利充君。 

 

議会運営委員会委員長 （松川利充君） 

      それでは、提出の説明を申し上げます。 

      委発第１号 大和町議会会議規則の一部を改正する規則について。 

      上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第６項及び会議規則第14条３項の

規定により提出するものでございます。 

      続いて、提出の理由を申し上げます。 

      議会基本条例が25年12月20日に制定され、平成26年４月１日より施行することにな
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っており、それに伴い自由討議、反問権等について所要の改正を行うものでございま

す。 

      それでは、裏面の２ページをごらんいただきたいと思います。 

      大和町議会会議規則の一部を改正する規則。 

      大和町議会会議規則（平成３年大和町議会規則第１号）の一部を次のように改正す

るものでございます。 

      まず、第51条中「起立」を「挙手」に改め、同条の次に次の１条を加えるものでご

ざいます。それは、「自由討議」について、第51条の２として「質疑終了後、動議が

あったとき又は議長が必要と認めたときは、会議に諮って自由討議を行うことができ

る」とするものでございます。 

      次に、第62条の次に次の１条を加えるものでございます。それは、「町長等の反

問」について、第62条の２として「町長及び執行機関の職員が、大和町議会基本条例

（平成25年大和町条例第53号）第６条第２項の規定により反問するときは、挙手して

「議長」と呼び、議長の許可を求めなければならない」とするものでございます。 

      次に、第67条の次に次の１条を加えるものでございまして、「委員会における自由

討議」についてでございます。第67条の２として、「議題について、委員から申出が

あったとき又は委員長が必要と認めたときは、委員会に諮って自由討議を行うことが

できる」とするものでございます。 

      附則として、「この規則は、平成26年４月１日から施行する」とするものでござい

ます。 

      なお、議会活性化調査特別委員会におきまして詳細にご説明申し上げておりますの

で、次のページの新旧対照表については省略をさせていただきたいと思います。ごら

んいただきたく存じます。 

      以上で提案理由の説明とさせていただきます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      これから質疑に入ります。 

      質疑ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      ないものと認めます。 

      これより討論に入ります。 

      討論ありませんか。 
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         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これから議発第１号を採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

         日程第２７「議員派遣について」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第27、議員派遣についてを議題とします。 

      会議規則第129条第１項の規定により、お手元に配付しましたとおり議員を派遣す

ることにご異議ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。 

      したがって、議員の派遣についてはお手元に配付したとおり派遣することに決定し

ました。 

                                            

         日程第２８「所管事務調査の申し出について」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第28、所管事務調査の申し出についてを議題とします。 

      各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長から、会議規則第73条の規定により、

お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の調査の申し出があります。 

      各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の調査

に付することにご異議ありませんか。 

         「異議なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。したがって、各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長

から申し出のとおり、閉会中の調査に付することに決定しました。 

      これで本日の日程は全部終了しました。 

      会議を閉じます。 

      平成26年第２回大和町議会定例会を閉会いたします。 



４７３ 

      大変ご苦労さまでした。 

         午後５時１５分  閉  会 


